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第4編学校管理

第1章校費・学校予算
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4－1 校費・学校予算

1 学校経費の負担

(1)公費の原則

憲法に規定する教育を受ける権利と教育を受けさせる義務を実現させるた

めに，各種の法令の規定がある。まず授業料については，国又は地方公共団

体の設置する学校における義務教育の授業料を徴収しないという 「公立小中

学校義務教育の無償」の原則がある。また，学校の経費については，学校の

設置者が原則としてその学校の経費を負担するという 「学校経費の設置者負

担」の原則がある。

(2)地方教育費の財源保障

国の地方公共団体に対する財政援助の方法は，概ね二つに分けられる。

○国庫負担金・補助金制度

使途が特に定められている。原則として地方公共団体の財政力に関係なく

一定の補助率で交付され，その補助率に見合う地方公共団体の負担を伴う。

○地方交付税制度

使途が特に定められていない。地方公共団体の財源不足を補てんするもの

である。

ア国庫負担金制度

地方公共団体が，法令に基づいて実施しなければならない事務で，国と

地方公共団体相互の利害に関係がある事務に要する経費について，国が義

務的にその経費の全部又は一部を負担するもの。

イ国庫補助金制度

国がその施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は，地方公共

団体の財政上，特別の必要があると認めるときに地方公共団体に対して交

付するもの。

ウ地方交付税制度

地方交付税制度は，すべての地方公共団体が一定水準の行政を維持する

ために必要な財源を保障しようとする主旨のもの。

地方公共団体が自主的にその財産を管理し，事務を処理し，及び行政を

執行する権能をそこなわずに，その財源の均衡化を図り，及び地方交付税

の交付基準を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって，地

方自治の本旨の実現に資するとともに，地方公共団体の独立性を強化する

ことを目的としている。

(3)義務教育費の国庫負担 ~X-豊頬ｻ〈9郡用鳳(',i9ﾏﾏ鍬『､かし
ア義務教育費国庫負担法 員リ '）

ノ ，

義務教育について，義務教育無償の原則に基づき，国民のすべてに対し

峰その妥当な規模と内容とを保障するため,国が必要な経費を負担するこ
とにより，教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的として

いる。

市町村立の義務教育諸学校の教職員給与について国がその3分の1を負

日本国憲法

第26条の2

教育基本法第5条

学校教育法第5,6条

地方財政法第10条

同法 第16条

地方交付税法第1条

義務教育費国庫

負担法 第1条

第2条同法
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4－1 校費・学校予算

1 学校経費の負担

(1)公費の原則

憲法に規定する教育を受ける権利と教育を受けさせる義務を実現させるた

めに，各種の法令の規定がある。まず授業料については，国又は地方公共団

体の設置する学校における義務教育の授業料を徴収しないという 「公立小中

学校義務教育の無償」の原則がある。また，学校の経費については，学校の

設置者が原則としてその学校の経費を負担するという 「学校経費の設置者負

担」の原則がある。

(2)地方教育費の財源保障

国の地方公共団体に対する財政援助の方法は，概ね二つに分けられる。

○国庫負担金・補助金制度

使途が特に定められている。原則として地方公共団体の財政力に関係なく

一定の補助率で交付され，その補助率に見合う地方公共団体の負担を伴う。

○地方交付税制度

使途が特に定められていない。地方公共団体の財源不足を補てんするもの

である。

ア国庫負担金制度

地方公共団体が，法令に基づいて実施しなければならない事務で，国と

地方公共団体相互の利害に関係がある事務に要する経費について， 国が義

務的にその経費の全部又は一部を負担するもの。

イ国庫補助金制度

国がその施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は，地方公共

団体の財政上，特別の必要があると認めるときに地方公共団体に対して交

付するもの。

ウ地方交付税制度

地方交付税制度は，すべての地方公共団体が一定水準の行政を維持する

ために必要な財源を保障しようとする主旨のもの。

地方公共団体が自主的にその財産を管理し，事務を処理し，及び行政を

執行する権能をそこなわずに， その財源の均衡化を図り，及び地方交付税

の交付基準を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって，地

方自治の本旨の実現に資するとともに，地方公共団体の独立性を強化する

ことを目的としている。

(3)義務教育費の国庫負担

ア義務教育費国庫負担法

義務教育について，義務教育無償の原則に基づき，国民のすべてに対し

てその妥当な規模と内容とを保障するため，国が必要な経費を負担するこ

とにより，教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的として

いる。

市町村立の義務教育諸学校の教職員給与について国がその3分の1を負

日本国憲法

第26条の2

教育基本法第5条

学校教育法第5,6条

地方財政法第10条

同法 第16条

地方交付税法第1条

義務教育費国庫

負担法 第1条

同法 第2条

4－ 1



校費・学校予算4 1

X泓襟称'二つい~Z
祁起小､さ'（

この負担金は，国の文教予算のうちで最も大き担することを定めており，

る。なお,この法は昭和28年度に制度化されたもので，な比重を占めてい

昭和60年度より旅費と教材費が国庫負担の対象から除外され，地方交付

として一般財源化された。唯一残った給与費等も，平成18年度より負税

担率が2分の1から3分の1になった。

市町村立学校職員給与負担法

市町村立学校の教職員の給与及び旅費を都道府県の負担とし，市町村財市町村立学校職員

政の負担軽減と義務教育の充実を目的として，昭和23年から適用されて給与負担法第1条

イ

いる。

なお，都道府県の負担とする教職員の範囲を，市町村立の小・中・義務

教育学校・中等教育学校の前期課程・特別支援学校の校長，副校長，教

頭主幹教諭指導教諭教諭，養護教諭，栄養教諭，助教諭養護助教

諭寄宿舎指導員，講師，学校栄養職員，事務職員と定めている。

義務教育教科書の無償給与

義務教育諸学校の教科書について，憲法に掲げる義務教育無償の精神を教科書無償法

広く実現する施策として，小・中学校，義務教育学校及び特別支援学校の 第1，3，5条

1ﾕﾌ
~／

小・中学部のすべての児童・生徒に対し，各学年の課程において使用する

教科書を給与している。教科書の無償給与は，国が毎年全額国庫負担で購

入し義務教育諸学校の設置者に無償で給与し， これを設置者が校長を通じ

いう方法で行われる。て児童生徒に給与すると

特別支援教育就学奨励費

特別支援学校や小・中学校の特別支援学級で学ぶ際に，保護者が負担す

二下

る教育関係経費について，家庭の経済状況等に応じ，国及び地方公共団体

が補助する仕組みである。対象とする経費には，通学費，給食費，教科書

費，学用品費，修学旅行費，寄宿舎日用品費，寝具費，寄宿舎からの帰省

費などがあ
ブ

Qo

※公立小中学校に関する国庫支出金

交 付 金国庫補助金国庫負担金

危険・不適格建物改築 1/3

地震防災（耐震補強) 1/3

大規模改修 1/3

地域学校連携設備整備 1/3
／

学校給食施設新増築 l/2/
ノノ 改築/~－1/3/

屋外教育環境整備 ’/3

木の教育環境整備 1/3

学校体育諸施設整備 l/3

（学校施設環境改善交付金）

遠距離通学費

（へき地児童生徒

援助費等補助金）

l/2校舎新・増築 l/2

（公立学校施設設備費負担金）

教職員給与費 1/3

（義務教育費国庫負担金） 理科教育設備整備費

（理科教育設備

整備費等補助金）

l/2

特別支援就学奨励費

（特別支援就学奨励費負担金）

4－2
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担することを定めており， この負担金は，国の文教予算のうちで最も大き

な比重を占めている。なお,この法は昭和28年度に制度化されたもので，

昭和60年度より旅費と教材費が国庫負担の対象から除外され，地方交付

税として一般財源化された。唯一残った給与費等も，平成18年度より負

担率が2分の1から3分の1になった。

イ市町村立学校職員給与負担法

市町村立学校の教職員の給与及び旅費を都道府県の負担とし，市町村財

政の負担軽減と義務教育の充実を目的として，昭和23年から適用されて

いる。

なお，都道府県の負担とする教職員の範囲を，市町村立の小・中・義務

教育学校・中等教育学校の前期課程・特別支援学校の校長，副校長，教

頭主幹教諭指導教諭教諭，養護教諭，栄養教諭，助教諭養護助教

諭寄宿舎指導員，講師，学校栄養職員，事務職員と定めている。

ウ義務教育教科書の無償給与

義務教育諸学校の教科書について，憲法に掲げる義務教育無償の精神を

広く実現する施策として，小・中学校，義務教育学校及び特別支援学校の

小・中学部のすべての児童・生徒に対し，各学年の課程において使用する

教科書を給与している。教科書の無償給与は，国が毎年全額国庫負担で購

入し義務教育諸学校の設置者に無償で給与し， これを設置者が校長を通じ

て児童生徒に給与するという方法で行われる。

市町村立学校職員

給与負担法第1条

教科書無償法

第1,3,5条

一

エ特別支援教育就学奨励費 1

特別支援学校や小・中学校の特別支援学級で学ぶ際に，保護者が負担す

費について，家庭の経済状況等に応じ，国及び地方公共団体

組みである。対象とする経費には，通学費，給食費，教科書

r修学旅行費,寄宿舎日用品費,寝具費,寄宿舎からの帰省

る教育関係経

が補助する仕

費，学用品費

費などがある。

※公立小中学校に関する国庫支出金

交 付 金国庫補助金国庫負担金

危険・不適格建物改築 1/3

地震防災（耐震補強) 1/3

大規模改修 l/3

地域学校連携設備整備 l/3

学校給食施設新増築 1/2

〃 改築 1/3

屋外教育環境整備 1/3

木の教育環境整備 l/3

学校体育諸施設整備 l/3

（学校施設環境改善交付金）

遠距離通学費

（へき地児童生徒

援助費等補助金）

l/2校舎新・増築 1/2

（公立学校施設設備費負担金）

教職員給与費 1/3

（義務教育費国庫負担金） 理科教育設備整備費 l/2

（理科教育設備

整備費等補助金）

特別耐灘諭､9衡峨％
（柵砿鈍煎鞭鍬柿助息ノ

－－~

-特副支援就学奨励費一

（特別支援就学奨励費負担金）

~
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一派犠蒋に？､？
寵範頓室’14 1 校費・学校予算

担することを定めており， この負担金は，国の文教予算のうちで最も大き

な比重を占めている。なお,この法は昭和28年度に制度化されたもので，

昭和60年度より旅費と教材費が国庫負担の対象から除外され，地方交付

税として一般財源化された。唯一残った給与費等も，平成18年度より負

担率が2分の1から3分の1になった。

イ市町村立学校職員給与負担法

市町村立学校の教職員の給与及び旅費を都道府県の負担とし，市町村財

政の負担軽減と義務教育の充実を目的として，昭和23年から適用されて

いる。

なお，都道府県の負担とする教職員の範囲を，市町村立の小・中・義務

教育学校・中等教育学校の前期課程・特別支援学校の校長，副校長，教

頭，主幹教諭，指導教諭，教諭, ~養護教諭，栄養教諭，助教諭，養護助教

諭寄宿舎指導員，講師，学校栄養職員，事務職員と定めている。

ウ義務教育教科書の無償給与

義務教育諸学校の教科書について，憲法に掲げる義務教育無償の精神を

広く実現する施策として，小・中学校，義務教育学校及び特別支援学校の

小・中学部のすべての児童・生徒に対し，各学年の課程において使用する

教科書を給与している。教科書の無償給与は，国が毎年全額国庫負担で購

入し義務教育諸学校の設置者に無償で給与し， これを設置者が校長を通じ

て児童生徒に給与するという方法で行われる。

エ特別支援教育就学奨励費

特別支援学校や小・中学校の特別支援学級で学ぶ際に，保護者が負担す

る教育関係経費について，家庭の経済状況等に応じ，国及び地方公共団体

が補助する仕組みである。対象とする経費には，通学費，給食費教科書

費学用品費，修学旅行費寄宿舎日用品費，寝具費，寄宿舎からの帰省

費などがある。

市町村立学校職員

給与負担法第1条

教科書無償法

第1,3,5条

※公立小中学校に関する国庫支出金

交 付 金国庫補助金国庫負担金

危険・不適格建物改築 1/3/

地震防災（耐震補強) 1/3/

大規模改修違 誇罐！: 1/3/
／

地域学校連携設備整備 l/3/

学校給食施設新増築/ 1/2/

ノノ 改築/ 1/3/

屋外教育環境整備/ 1/3/

木の教育環境整備 l/3/

学校体育諸施設整備 1/3／

（学校施設環境改善交付金)／

遠距離通学費

（へき地児童生徒

援助費等補助金）

1/2校舎新・増築睦 1/2/
（公立学校施設設備費負担金) ，

教職員給与費 1/3

（義務教育費国庫負担金） 理科教育設備整備費

（理科教育設備

整備費等補助金）

l/2

特別支援就学奨励費

（特別支援就学奨励費負担金）

4－2



4－1 校費・学校予算

担することを定めており， この負担金は， 国の文教予算のうちで最も大き

な比重を占めている。なお,この法は昭和28年度に制度化されたもので，

昭和60年度より旅費と教材費が国庫負担の対象から除外され，地方交付

税として一般財源化された。唯一残った給与費等も，平成18年度より負

担率が2分の1から3分の1になった。

イ市町村立学校職員給与負担法

市町村立学校の教職員の給与及び旅費を都道府県の負担とし，市町村財

政の負担軽減と義務教育の充実を目的として，昭和23年から適用されて

いる。

なお，都道府県の負担とする教職員の範囲を，市町村立の小・中・義務

教育学校・中等教育学校の前期課程・特別支援学校の校長，副校長，教

頭，主幹教諭，指導教諭，教諭養護教諭栄養教諭，助教諭，養護助教

諭寄宿舎指導員，講師，学校栄養職員，事務職員と定めている。

ウ義務教育教科書の無償給与

義務教育諸学校の教科書について，憲法に掲げる義務教育無償の精神を

広く実現する施策として，小・中学校，義務教育学校及び特別支援学校の

小・中学部のすべての児童・生徒に対し，各学年の課程において使用する

教科書を給与している。教科書の無償給与は， 国が毎年全額国庫負担で購

入し義務教育諸学校の設置者に無償で給与し， これを設置者が校長を通じ

て児童牛徒に給与するという方法で行われる。

エ特別支援教育就学奨励費

特別支援学校や小・中学校の特別支援学級で学ぶ際に，保護者が負担す

る教育関係経費について，家庭の経済状況等に応じ，国及び地方公共団体

が補助する仕組みである。対象とする経費には，通学費，給食費，教科書

費，学用品費修学旅行費，寄宿舎日用品費，寝具費寄宿舎からの帰省

費などがある。

市町村立学校職員

給与負担法第1条

教科書無償法

第1,3,5条

※公立小中学校に関する国庫支出金

交 付 金国庫補助金国庫負担金

遠距離通学費

（へき地児童生徒

援助費等補助金）

危険・不適格建物改築 l/3

地震防災（耐震補強) 1/3

大規模改修 l/3

地域学校連携設備整備 1/3

学校給食施設新増築 1/2

〃 改築 l/3

屋外教育環境整備 l/3

木の教育環境整備 1/3

学校体育諸施設整備 1/3

（学校施設環境改善交付金）

校舎新・増築 l/2

（公立学校施設設備費負担金）

l/2

教職員給与費 1/3

（義務教育費国庫負担金） 理科教育設備整備費

（理科教育設備

整備費等補助金）

l/2

特別支援就学奨励費

（特別支援就学奨励費負担金）

4 2


